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一般社団法人 日本広告業協会 インターネット広告小委員会 

Ⅰ はじめに － ガイドラインの背景・主旨 

インターネット広告における運用型広告の取引市場が拡大するなか、広告会社が責任を持って業務を受注し、高い専門性により広告主の広告

活動に貢献し、安定的・継続的な市場を形成するために、日本広告業協会として取引条件等のガイドラインを定める。 

広告会社が運用型広告を受託する際は、本ガイドラインの適用が望まれる。 

１ ガイドラインの目的 

本ガイドラインの目的は、次の通りである。 

（１）広告業界として広告主への安定的・継続的なソリューションの提供。 

（２）広告会社が広告主から業務を受託する際の役割と責任の明確化と、透明性の実現。 

（３）本領域における広告市場の拡大・発展と、適正な競争環境の実現。 

（４）本領域の効用・限界・本質について広告業界として理解を深め、広告主・配信事業者・媒体社への説明責任を果たす。 

２ ガイドラインの位置づけ 

本ガイドラインにおいては「運用型広告」の定義を、配信先の端末を問わず、ディスプレイ型（バナー、テキスト等）とリスティング型 

（検索キーワード連動型広告、コンテンツ連動型広告）ネット広告の出稿・配信・媒体掲載等において、各サービス事業者等が提供する管理

画面を用いて「運用」を行う広告業務と商品のこととする。 

ここでいう「運用」とは、あらかじめ設定した目標値を達成するために、①媒体やキーワード等の選定、②入札、③広告原稿の入稿、④リン

ク先、⑤広告配信等の初期設定と柔軟な変更を実施し、必要なレポーティングをすることを言い、これは、出稿量および媒体費用、広告効果

などの情報を取得し、評価指標と比較しながら各種設定要素を調整し、最適化を行うことで実現させることである（以下、本領域という）。 

Ⅱ ガイドラインの内容 

１ 「広告会社の手数料」について 

  広告会社が広告主より本領域の業務を受注する際には、その対価として下記の手数料が生じる。 

（１）取扱額と比例するマークアップフィー等 

媒体掲載した結果に伴う「取扱額」に比例する金額部分。掲載料等の媒体取引に関わる部分とは別に、広告会社が広告主から受け取る手数 

料は、受託段階に両者で取り決める。 

（２）取扱額と比例しないフィー等 

業務受注において、「取扱額」と比例せずに生じる金額部分。この部分の名目や金額決定方法等の条件は様々であり、受託段階に広告会社 

と広告主の間で取り決める。また、上記（１）と（２）の組み合わせ方法も多様である。 

（３）付加価値への対価 

上記（１）と（２）に加えて生じ得る付加価値報酬。業務内容の追加指定に対しての対価や、広告主から求められた成果を超えた部分に対

する追加報酬など、形態は様々であり、受託段階で広告会社と広告主の間で取り決める。 

２ 「営業時間外取引」について 

広告会社が本領域の業務を受注する際、各社で定める営業日・営業時間を超える業務や運用実務について、広告主に対して追加手数料を請求 

する場合は、広告会社は事前に、営業日や営業時間等の受託条件を広告主に通知しなければならない。 

３ 「外国為替差損益」について 

  本領域において海外取引等、広告主からの受注と媒体社への発注の際の取引通貨が異なる広告取引を広告会社が受注する場合、その取扱額は、

広告掲載開始日等から自動的に決まる特定の日時と取引市場の相場を適用することを原則とする。 

また、一定の範囲を超えて為替差損益が生じた場合、その調整措置を事前に取り決めておくことが望まれる。 

４ 「プライバシー、個人情報保護」について 

プライバシーや個人情報保護に関わる本領域の業務について、広告会社は法令の遵守を徹底する。 

５ 「広告会社の責任と免責事項」について 

広告会社は本領域における業務受注の際に、配信先媒体の開示・非開示や、掲載事故の定義や対処等の受注内容に関する責任・免責事項を広

告主に提示し、取引の透明性を担保する責任を負う。一方で、広告会社は配信事業者や媒体社等に対して、責任・免責事項を事前に明示する

よう求める責任を負う。 

６ 「行動履歴情報を利用した広告取引」について 

  広告会社は本領域における業務受注の際に、配信事業者や媒体社等に対して、事前に行動履歴情報等の情報取り扱いルールを確認する。 

以上 


